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市
で
は
、
①
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
②
特
別
児
童
扶
養
手
当

所
得
状
況
届
を
次
の
通
り
受
け

付
け
ま
す
。

　

手
続
き
を
し
な
い
と
次
年
度

の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。
手
続
き
方
法
は
、
事
前

に
通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
提
出
期
間　

①
８
月
３
日 

（
月
）
〜　

日
（
月
）
②
８

３１

月　

日
（
水
）
〜
９
月　

日

１２

１１

（
金
）
い
ず
れ
も
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
４
時　

分

３０

４５

○
持
ち
物　

通
知
書
、
印
、
手

当
証
書
、
健
康
保
険
証
（
①

の
み
）
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

確
認
で
き
る
書
類
な
ど

○
提
出
方
法　

受
給
資
格
者
本

人
が
直
接
担
当
へ

児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

　

ひ
と
り
親
家
庭
や
障
が
い
児

の
た
め
の
手
当
を
設
け
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
も
支
給
要
件
や
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当

　

両
親
の
離
婚
や
父
ま
た
は
母

の
死
亡
な
ど
に
よ
っ
て
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

な
い　

歳
未
満
の
児
童
を
養
育

１８

し
て
い
る
母
子
・
父
子
家
庭
な

ど
（
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い

る
場
合
は
要
相
談
）

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

知
的
障
が
い
ま
た
は
身
体
障

が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童
を
養

育
し
て
い
る
保
護
者
な
ど

支
給
額
変
更

　

４
月
分
（
８
月
振
込
分
）
以

降
の
支
給
額
を
次
の
通
り
変
更

し
ま
し
た
。

○
支
給
額
（
月
額
）　

①
４
万

３
１
６
０
円
〜
１
万
１
８
０

円
（
▽
第
２
子
＝
１
万
１
９

０
円
〜
５
１
０
０
円
▽
第
３

子
以
降
（
１
人
に
つ
き
）
＝

６
１
１
０
円
〜
３
０
６
０
円
）

②
▽
１
級
＝
５
万
２
５
０
０

円
▽
２
級
＝
３
万
４
９
７
０

円

　

ひ
と
り
親
世
帯
を
支
援
す
る

た
め
、
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特

別
給
付
金
を
次
の
通
り
支
給
し

ま
す
。

○
対　

象　

▽
基
本
給
付
＝
①

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
す
る
方
②
公

的
年
金
給
付
等
受
給
に
よ
り

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
が
全
部
停
止
の
方（
推

測
さ
れ
る
方
も
対
象
）
③
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急

変
す
る
な
ど
、
収
入
が
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
す
る
方
と

同
じ
水
準
に
な
る
方
▽
追
加

給
付
＝
④
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け

て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、

収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
す
る
方
と
同
じ
水
準
に
な

る
方
で
、
①
②
に
該
当
す
る

方
○
支
給
額　

①
②
③
５
万
円（
２

人
目
以
降
の
対
象
児
童
は
３

万
円
）
④
５
万
円

○
申
請
期
間　

８
月
３
日（
月
）

〜
令
和
３
年
２
月　

日（
金
）

２６

○
申
請
方
法　

市
で
把
握
し
て

い
る
対
象
者
へ
７
月
中
に
送

付
し
た
案
内
に
記
載
（
①
は

申
請
不
要
）

　

※
市
か
ら
の
案
内
が
届
い
て

い
な
い
場
合
で
も
、
対
象
と

な
り
そ
う
な
方
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
条
件
を
確

認
し
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
振
り
込
め
詐
欺
を

は
じ
め
と
す
る
特
殊
詐
欺
を
未

然
に
防
止
し
、
市
民
の
財
産
を

守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
特

殊
詐
欺
対
策
電
話
機
器
を
購
入

す
る
方
へ
補
助
金
を
交
付
し
ま

す
。
詳
し
く
は
担
当
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
対
象
機
器　

全
国
防
犯
協
会

連
合
会
推
奨
機
器
お
よ
び
市

が
認
め
た
特
殊
詐
欺
対
策
電

話
機
器
で
、
補
助
金
交
付
決

定
後
に
購
入
し
た
も
の

　

※
補
助
金
交
付
決
定
前
に
購

入
し
た
も
の
は
補
助
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

○
補
助
額　

対
象
経
費
の
２
分

の
１
（
上
限
５
千
円
）

○
補
助
対
象　

令
和
２
年
３
月

　

日
時
点
で　

歳
以
上
の
市

３１

６９

内
在
住
者
（
市
税
の
滞
納
が

な
い
方
）

○
受
付
期
間　

令
和
３
年
２
月

　

日
（
金
）
ま
で

２６
○
申
込
方
法　

市
役
所
３
階
市

民
協
働
課
で
配
布
す
る
申
請

書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要

事
項
を
明
記
し
、
添
付
資
料

を
添
え
て
直
接
担
当
へ

　

特
別
定
額
給
付
金
の
申
請
は

８
月　

日
（
火
）
ま
で
（
当
日

２５

消
印
有
効
）
で
す
。

　

ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
方
で
、

申
請
書
が
お
手
元
に
な
い
方
は
、

同
居
人
の
方
な
ど
が
す
で
に
受

け
取
っ
て
い
な
い
か
ご
確
認
の

上
、
担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

そ
の
他
、
特
別
定
額
給
付
金

に
つ
い
て
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
先
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

○
問
い
合
わ
せ
先　

特
別
定
額

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

1

０
３
（
６
７
４
３
）
２
７
２

０
（
受
け
付
け
は
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
・
休
日
を
除
く
午

前
９
時
〜
午
後
５
時　

分
）

１５

　

在
宅
重
度
障
害
者
（
児
）
を

支
援
す
る
①
県
在
宅
重
度
障
害

者
等
手
当
②
特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
の
現
況
届
を

次
の
通
り
受
け
付
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
送
付
し
た
通
知
書

を
ご
覧
に
な
る
か
、
担
当
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
提
出
期
間　

①
８
月
３
日 

（
月
）
〜
９
月　

日
（
木
）

１０

②
８
月　

日
（
水
）
〜
９
月

１２

　

日
（
金
）

１１
○
提
出
方
法　

通
知
書
に
必
要

事
項
を
明
記
し
、
本
人
ま
た

は
家
族
が
直
接
担
当
へ

◆
新
規
申
請

○
申
請
期
間　

①
８
月
３
日

（
月
）
〜
９
月　

日
（
木
）

１０

②
随
時

○
申
請
方
法　

直
接
担
当
へ

　

※
認
定
に
は
障
が
い
要
件
、

在
宅
要
件
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

担
当 

子
ど
も
育
成
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
2
0
1

 

5
0
4
6（
2
5
5
）5
0
8
0

担
当 

特
別
定
額
給
付
金
担
当　

1
0
4
6（
2
5
9
）5
0
1
8

 

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

担
当 

子
ど
も
育
成
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
2
0
1

 

5
0
4
6（
2
5
5
）5
0
8
0

担
当 

市
民
協
働
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）8
1
5
8

 

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

ひ
と
り
親
世
帯

臨
時
特
別
給
付
金

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届

ひ
と
り
親
世
帯

臨
時
特
別
給
付
金

特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
器

購
入
費
補
助
制
度

特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
器

購
入
費
補
助
制
度

担
当 

障
が
い
福
祉
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
9
7
8

 

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

在
宅
重
度
障
害
者
等
手
当

な
ど
の
現
況
届

在
宅
重
度
障
害
者
等
手
当

な
ど
の
現
況
届

 
申
請
締
切
は
８
月　

日
（
火
）

２５

特
別
定
額
給
付
金

 
申
請
締
切
は
８
月　

日
（
火
）

２５

特
別
定
額
給
付
金


